
更新日 頁

２－１　施工実績 ２－１　施工実績

　２）評価 　２）評価

２－２　工事成績 ２－２　工事成績

　２）評価 　２）評価

２－３　表彰 ２－３　表彰

　２）評価 　２）評価

２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用 ２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用

　２）評価 　２）評価

２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用 ２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用

　３）留意事項 　３）留意事項

正誤

平成30年度 総合評価落札方式の運用方針（工事）　の正誤表

H30.7.25 P16

※ＷＴＯについては、参加要件の確認のみとし、加点評価はしない。 ※ＷＴＯについては、参加要件の確認のみとし、加点評価はしない。（段階選抜対象工事を除く。）

※ＷＴＯ及びチャレンジ型については、工事成績の評価項目を設定しない。 ※ＷＴＯ及びチャレンジ型については、工事成績の評価項目を設定しない。（段階選抜対象工事を除く。）

H30.7.25 P8

H30.7.25 P14

H30.7.25 P12

H30.7.25 P17
　　　　・配置する期間は、当該工種の施工期間全てにおいて配置しなければならない。やむを
　　　　得ない場合（病気等特別な理由）を除き、記載した技術者を当初から配置できない、又
　　　　は途中で解除を行う場合、工事成績評定点から３点減点とする。

　　　　・配置する期間は、当該資格者を配置する工種の施工期間全てにおいて配置しなければ
　　　　　ならない。やむを得ない場合（病気等特別な理由）を除き、記載した技術者を当初から
　　　　　配置できない、又は途中で解除を行う場合、工事成績評定点から３点減点とする。
　　　　※配置する期間については、例えば浚渫工事の場合、グラブ浚渫船等により、浚渫作業を
　　　　　実施する期間を当該資格者の配置期間として考慮する。

評価項目 評価基準 配点

表彰
中部地方整備局(港湾空港関係)の
優良工事表彰、安全工事表彰、又は
その他表彰[過去３年間]

優良工事表彰（局長表彰）あり 1.0点

優良工事表彰（事務所長表彰）、安全工事表彰、
又はその他表彰あり

0.5点

表彰なし 0.0点

評価項目 評価基準 配点

表彰
中部地方整備局(港湾空港関係)の
優良工事表彰、安全工事表彰、又は
その他表彰[過去３年間]

優良工事表彰（局長表彰）あり 1.0点

優良工事表彰（部長表彰、事務所長表彰）、
安全工事表彰、又はその他表彰あり

0.5点

表彰なし 0.0点

評価基準

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターを配置 1.0点

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの配置なし 0.0点

評価項目 配点

登録海上起重基幹技能者、
建設マスターの登用

登録海上起重基幹技能者、又は
建設マスターを当該工事の期間に
配置

1.0点

評価基準

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターを配置 1.0点

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの配置なし 0.0点

評価項目 配点

登録海上起重基幹技能者、
建設マスターの登用

登録海上起重基幹技能者、又は
建設マスターを当該工種の期間に
配置

1.0点



更新日 頁 正誤

　

２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用 ２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用

２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用 ２－４　登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用

３－１　経験 ３－１　経験

　２）評価 　２）評価

３－２　工事成績 ３－２　工事成績

　２）評価 　２）評価

３－５　継続教育 ３－５　継続教育

　【参考】 　【参考】

　４）参考
　【参考】港湾工事における適用例

※ＷＴＯ及びチャレンジ型の場合は、評価項目として選定しない。（段階選抜対象工事を除く。）

H30.7.25 P18

     ○配置する登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの登録
 　　　・申請する登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターは３名まで可能。また、申請した
　　　   者のうち、１名以上を当該工種の施工期間全てに配置できればよい。ただし、２名以上
　　　   配置する場合でも、１点以上の加点評価はしない。

     ○配置する登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの登録
 　　　・申請する登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターは３名まで可能。また、申請した
　　　   者のうち、１名以上を配置できればよい。ただし、２名以上配置する場合でも、１点以上
　　　　 の加点評価はしない。

H30.7.25

　４）参考
　港湾工事における適用例

H30.7.25 P19

※ＷＴＯの場合は評価項目としない。 ※ＷＴＯの場合は評価項目としない。（段階選抜対象工事を除く。）

P29

※ＷＴＯ及びチャレンジ型の場合は、評価項目として選定しない。

P45

H30.7.25 P38

H30.7.25

配置を求める工種 対象となる登録海上起重基幹技能者 対象となる建設マスターの職種

浚渫工 海上起重 しゅんせつ工、建設機械運転工（海上工事）

ケーソン・ブロック等据付 海上起重 建設機械運転工（潜水作業がある場合：潜水士）

海上地盤改良工 海上起重 建設機械運転工（海上工事）

岸壁改良等※ 潜水士

配置を求める工種 対象となる登録基幹技能者 対象となる建設マスターの職種

浚渫工 海上起重 しゅんせつ工、建設機械運転工（海上工事）

ケーソン・ブロック等据付 海上起重
建設機械運転工（海上工事）
潜水作業がある場合：潜水士

海上地盤改良工 海上起重 建設機械運転工（海上工事）

岸壁改良等※ 潜水士



更新日 頁 正誤

３－７　技術指導者 ３－７　技術指導者

　２）評価 　２）評価

４－１　災害協定の締結・災害復旧等の実績 ４－１　災害協定の締結・災害復旧等の実績

　３）留意事項 　３）留意事項

５－１　工事信頼度等 ５－１　工事信頼度等

　２）評価 　２）評価

H30.7.25 P50

※工事信頼度等は、当該工事の競争参加資格確認資料提出期限日が減点期間中である場合に対象とする。

・「災害復旧等の実績」については、当該工事の公告日より過去５年間に、中部地方整備
　局（港湾空港関係）において局長表彰を受けた場合、事務所長表彰を受けた場合、又は中
　部地方整備局管内の地方公共団体から、港湾空港関係（海岸事業含む）の災害復旧実
　績に対する表彰や感謝状を与えられた場合に加算評価する。

・「災害復旧等の実績」については、当該工事の公告日より過去５年間に、中部地方整備
　局（港湾空港関係）において局長表彰を受けた場合、事務所長からの表彰もしくは感謝状
　を受けた場合、又は中部地方整備局管内の地方公共団体から、港湾空港関係（海岸事
　業含む）の災害復旧実績に対する表彰や感謝状を与えられた場合に加算評価する。

H30.7.25 P62

H30.7.25 P55



更新日 頁 正誤

６－１　加算点の算出方法（ＷＴＯ、チャレンジ型を除く）（港湾５工種） ６－１　加算点の算出方法（ＷＴＯ、チャレンジ型を除く）（港湾５工種） 

　１）「企業の能力等」の換算 　１）「企業の能力等」の換算

６－２　加算点の算出方法（チャレンジ型） ６－２　加算点の算出方法（チャレンジ型）

　１）「企業の能力等」の換算 　１）「企業の能力等」の換算

７　施工計画 ７　施工計画

　３）留意事項 　３）留意事項H30.7.25

　○ 【具体的な施工計画】は、特記仕様書、共通仕様書等の内容がそのまま記載しないこと。
　　　（特記仕様書、共通仕様書等の記載事項を実施する上で、どのような点に配慮し対応す

　○ 【具体的な施工計画】は、特記仕様書、共通仕様書等の内容をそのまま記載しないこと。
　　　（特記仕様書、共通仕様書等の記載事項を実施する上で、どのような点に配慮し対応す

H30.7.25

H30.7.25

P64

P66

P72

施工実績 2.5 2.5 2.5 2.5

工事成績 3.0 3.0 3.0 3.0

表彰 1.0 1.0 1.0 1.0

登録海上起重基
幹技能者、建設マ
スターの登用

1.0 1.0 1.0 1.0

作業船の保有等 2.0 2.0

ICTの活用 2.0 2.0

合計

(「登録海上起重基幹技能者、

建設マスターの登用」評価あり）

　　　　　換算点a
(「登録海上起重基幹技能者、

建設マスターの登用」評価なし）

　　　　　換算点a

①'''

a=①'''×
8.0/9.5

a=①×
8.0/8.5

a=①'×
8.0/10.5

a=①''×
8.0/6.5

a=①'''×
8.0/8.5

配点

評価項目 作業船あり
ICT評価なし

作業船及び
ICT評価あり

9.5 11.5

作業船及び
ICT評価なし

7.5

作業船なし
ICT評価あり

9.5

① ①'

a=①×
8.0/9.5

a=①'×
8.0/11.5

①''

a=①''×
8.0/7.5

企
業
の
能
力
等

施工実績 2.5 2.5

工事成績 3.0 3.0

表彰 1.0 1.0

登録海上起重基
幹技能者、建設マ
スターの登用

1.0 1.0

作業船の保有等 2.0 2.0

ICTの活用 2.0

合計

換算点a

配点

① ①'

a=①×
8.0/9.5

企
業
の
能
力
等

評価項目 作業船あり
ICT評価なし

作業船及び
ICT評価あり

a=①'×
8.0/11.5

9.5 11.5

施工実績 4.0 4.0

登録海上起重基
幹技能者、建設マ
スターの登用

1.0 1.0

ICTの活用 2.0

合計

(「登録海上起重基幹技能者、

建設マスターの登用」評価あり）

　　　　　換算点a
(「登録海上起重基幹技能者、

建設マスターの登用」評価なし）

　　　　　換算点a

7.0

①'

a=①'×
5.0/7.0

ICT評価なし ICT評価あり

5.0

評価項目
配点

①

a=①×
5.0/4.0

a=①'×
5.0/6.0

企
業
の
能
力
等

a=①×
5.0/5.0

施工実績 4.0 4.0

登録海上起重基
幹技能者、建設マ
スターの登用

1.0 1.0

ICTの活用 2.0

合計

　　　　　換算点a

7.0

①'

a=①'×
5.0/7.0

ICT評価なし ICT評価あり

5.0

評価項目
配点

①

企
業
の
能
力
等

a=①×
5.0/5.0



更新日 頁 正誤

【港湾５工種】、【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】、【港湾５工種以外】 【港湾５工種】、【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】、【港湾５工種以外】

　企業の能力等 　企業の能力等

【港湾５工種】、【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】 【港湾５工種】、【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】

　企業能力等得点 　企業能力等得点

【港湾５工種】 【港湾５工種】

（注１８）工事信頼度等は、当該工事の競争参加資格確認資料提出期限日が減点期間中である場合に対象とする。

【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】 【港湾５工種 ：技術者の地域実績評価あり】

（注１９）工事信頼度等は、当該工事の競争参加資格確認資料提出期限日が減点期間中である場合に対象とする。

【港湾５工種 ：チャレンジ型】 【港湾５工種 ：チャレンジ型】

H30.7.25
別紙
評価基準
表

H30.7.25
別紙
評価基準
表

H30.7.25
別紙
評価基準
表

別紙
評価基準
表

H30.7.25

H30.7.25
別紙
評価基準
表

小計

換算点a (換算点の配点合計は8.0点）

小計

換算点a (換算点の配点合計は8.0点）

④

a=④×8.0／9.5a=③×8.0／7.5

企業能力等得点
（「登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用」評価なし）

① ② ③ ④

a=①×8.0／8.5 a=②×8.0／10.5 a=③×8.0／6.5 a=④×8.0／8.5

③

a=①×8.0／9.5

企業能力等得点
（「登録海上起重基幹技能者、建設マスターの登用」評価あり）

②①

a=②×8.0／11.5

小計

換算点a (換算点の配点合計は8.0点）

④

a=④×8.0／9.5a=③×8.0／7.5

③

a=①×8.0／9.5
企業能力等得点

②①

a=②×8.0／11.5

評価基準

より同種性の高い工事の実績あり
（注１）

4.0点 4.0点 4.0点 4.0点

同種性が認められる工事の実績あり 0.0点 0.0点 0.0点 0.0点

・実績なし

・対象工事が６５点未満
欠格 欠格 欠格 欠格

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターを配置 1.0点 1.0点

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの配置なし 0.0点 0.0点

①～④の全ての段階で全面的に活用する場合 2.0点 2.0点

①～④の全ての段階で全面的に活用する計画で
はない場合、もしくは活用しない場合

0.0点 0.0点

小計

換算点a (換算点の配点合計は5.0点）

評価項目
配点

（「ICT」評価なし、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価あり）

企
業
の
能
力
等

施工実績
H15.4.1以降に完成・引渡しが完了した
同種工事の実績(JVは出資比率20%以
上)

4.0点

企業能力等得点
a=①×5.0/5.0

①

ICTの活用

（ICT活用計画）

下記①～④の全ての段階で全面的に
ICTを活用する計画の有無
①３次元起工測量

②３次元数量計算
③３次元出来形測量
④３次元データの納品

5.0点

②

a=②×5.0/7.0

登録海上起重基幹
技能者、建設マス
ターの登用

登録海上起重基幹技能者、又は建設
マスターを当該工事の期間に配置

1.0点

配点
（「ICT」評価あり、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価あり）

4.0点

7.0点1.0点

2.0点

配点
（「ICT」評価なし、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価なし）

③ ④

a=③×5.0/4.0 a=④×5.0/6.0

配点
（「ICT」評価あり、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価なし）

4.0点

4.0点

4.0点

6.0点

2.0点

評価基準

より同種性の高い工事の実績あり
（注１）

4.0点 4.0点

同種性が認められる工事の実績あり 0.0点 0.0点

・実績なし
・対象工事が６５点未満

欠格 欠格

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターを配置 1.0点 1.0点

登録海上起重基幹技能者、又は建設マスターの配置なし 0.0点 0.0点

①～④の全ての段階で全面的に活用する場合 2.0点

①～④の全ての段階で全面的に活用する計画で

はない場合、もしくは活用しない場合
0.0点

小計

換算点a (換算点の配点合計は5.0点）

評価項目
配点

（「ICT」評価なし、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価あり）

企
業
の
能
力
等

施工実績
H15.4.1以降に完成・引渡しが完了した
同種工事の実績(JVは出資比率20%以
上)

4.0点

企業能力等得点
a=①×5.0/5.0

①

ICTの活用
（ICT活用計画）

下記①～④の全ての段階で全面的に
ICTを活用する計画の有無
①３次元起工測量
②３次元数量計算
③３次元出来形測量
④３次元データの納品

5.0点

③

a=②×5.0/7.0

登録海上起重基幹
技能者、建設マス
ターの登用

登録海上起重基幹技能者、又は建設
マスターを当該工事の期間に配置

1.0点

配点
（「ICT」評価あり、「登録海上起重基幹技能

者、建設マスターの登用」評価あり）

4.0点

7.0点1.0点

2.0点

優良工事表彰（局長表彰）あり

優良工事表彰（部長表彰、事務所長表彰）、安全

工事表彰、又はその他表彰あり

表彰なし

表彰

中部地方整備局(港湾空港関係)の優
良工事表彰、安全工事表彰、又はそ

の他表彰[過去３年間]
（注２）（注５）（注６）（注７）

優良工事表彰（局長表彰）あり

優良工事表彰（事務所長表彰）、安全工事表彰、

又はその他表彰あり

表彰なし

表彰

中部地方整備局(港湾空港関係)の優
良工事表彰、安全工事表彰、又はそ

の他表彰[過去３年間]
（注２）（注５）（注６）（注７）



更新日 頁 正誤

【港湾５工種 ：チャレンジ型】 【港湾５工種 ：チャレンジ型】

（注５）工事信頼度等は、当該工事の競争参加資格確認資料提出期限日が減点期間中である場合に対象とする。

【港湾５工種以外】 【港湾５工種以外】

（注１５）工事信頼度等は、当該工事の競争参加資格確認資料提出期限日が減点期間中である場合に対象とする。

【WTO　段階選抜（WLB試行）】 【WTO　段階選抜（WLB試行）】

（注９）JVで申請があった場合、各社の加算点合計の平均点をＪＶの加算点とする。 （注９）JVで申請があった場合、各社の加算点にJVの出資割合を乗じた値の全社の合計値を評価対象の加算点とする。

H30.7.25
別紙
評価基準
表

H30.7.25
別紙
評価基準
表

H30.7.25
別紙
評価基準
表


